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（目 的） 

第１条 この基準は、習志野市自主防犯活動団体委嘱要綱第６条に基づき、地域

住民による地域の防犯活動を推進するため、活動に必要な物品を貸与して支援

を行い、もって犯罪防止に対する地域住民の意識高揚を図ることを目的とする。 

（貸与要件） 

第２条 地域住民が団体で適正な活動計画のもと防犯活動を行うときは、当該地

域住民の団体（以下「自主防犯活動団体」という）の代表者に対し、当該防犯

活動に必要な物品を貸与するものとする。 

（貸与物品） 

第３条 貸与する物品は、別表１，２の左欄に掲げるとおりとし、貸与する物品

の数は、参加者総数及び 1 回あたりの参加者数に応じ、それぞれ当該中欄又は

右欄に定める数までとする。 

（貸与期間） 

第４条 貸与の期間は、当該自主防犯活動団体が定めた活動計画の期間内とする。 

（貸与申請） 

第５条 貸与を受けようとする自主防犯活動団体は、防犯物品貸与申請書（別記

様式）により、市長に申請しなければならない。 

（貸与決定） 

第６条 前条の申請があったときは、審査して貸与の可否を決定し、物品を貸与

するものとする。 

（貸与物品の紛失等による届出） 

第７条 物品の貸与を受けた自主防犯活動団体は、当該物品を紛失し、又は損傷

したときは、速やかに市長に届けなければならない。 

（貸与物品の返却） 

第８条 物品の貸与を受けた自主防犯活動団体は、次に掲げる場合には、当該物

品を返還しなければならない。 

(１) 活動計画の期間内に防犯活動を終了するとき。 

(２) 自主防犯活動団体を解散し、又は自主防犯活動団体としての活動を中止

したとき。 

    

適 用 

 この基準は、平成１６年８月１日から適用する。 

 この基準は、平成１８年４月１日から適用する。 

 この基準は、平成２４年４月１日から適用する。 



 この基準は、平成２５年４月１日から適用する。 

この基準は、令和元年７月１日から適用する。 



別 表１（第３条） 

      参加者総数 

貸与物品 
５０人未満 ５０人以上 

帽 子 （個） 必要人数分 必要人数分 

のぼり旗 （本） ３ ５ 

リード標 （本） 必要人数分 必要人数分 

 

別 表２（第３条） 

   1回あたりの 

       参加者数 

貸与物品 

１０人未満 １０人以上 

腕 章 （枚） 必要人数分 必要人数分 

ベスト （着） ５ ７ 

信号灯 （本） ２ ３ 

 

 


